
 

 

 
 

【東温市民間建築物アスベスト対策補助事業】 
 

私たちの生活に身近な建物の天井や壁に「アスベストが含まれているのでは？」と

不安に感じたことはありませんか？ 

アスベストが含まれる吹付け建材は１９９０年頃まで使われており、近年このア

スベストが原因で健康被害が数多く発生し社会問題となりました。健康被害を未然

に防ぐため、吹付けアスベスト含有調査を行ってみませんか。 

市民の安全・安心を確保するとともに、火災・地震時等におけるアスベスト飛散を

防止するため、民間建築物の吹付けアスベスト含有調査（除去費用は含みません。）

に要する経費に対して、予算の範囲内で市が補助します。 

 

対象となる建築物 

東温市内に所在する民間建築物でアスベスト調査台帳に記

載されているもの。 

（延べ面積 1,000 ㎡以上のものやホテルや飲食店等不特

定多数の者が利用する 300 ㎡以上の建築物） 

補助対象者 対象となる建築物の所有者 

補助の内容 
建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無の

調査に要する経費に対する補助 

補助金の額 補助対象経費の額【ただし、１棟につき１０万円が限度】 

受付期間 令和７年４月２１日（月）から令和７年１２月２６日（金）まで 

申込方法 

吹付けアスベスト含有調査に伴う補助金を希望される方は、東温市役所２階の都

市整備課窓口で事前相談を受け付けています。詳細については、下記までお問合せく

ださい。 

東温市役所 都市整備課 建築住宅係 

TEL 089-964-4412 


